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１０
月
２２
日
�
に
、
花
園
中

央
公
園
お
よ
び
そ
の
周
辺
施

設
で
「
第
十
四
回
東
大
阪
市

民
健
康
ま
つ
り
」
を
開
催
し

ま
す
。

こ
の
ま
つ
り
の
ス
ポ
ー
ツ

コ
ー
ナ
ー
参
加
者
を
、
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。
家
族
そ
ろ

っ
て
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

【
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ラ
ソ
ン
】

花
園
中
央
公
園
内
（
約
二
�

�
）
を
走
り
ま
す
。
午
前
１１
時

２０
分
ス
タ
ー
ト
。

◇
募
集
人
数

三
百
五
十
人

【
駅
伝
】

花
園
中
央
公
園
内
（
約
十
二

�
�
）
を
五
人
で
走
り
ま
す
。

午
前
１０
時
１０
分
ス
タ
ー
ト
。

◇
対
象
・
募
集
チ
ー
ム
数

▽
中
学
生
�
二
十
チ
ー
ム

▽

高
校
生
以
上
�
二
十
チ
ー
ム

※
一
チ
ー
ム
に
二
人
以
上
女

性
を
含
む
こ
と
。

【
ミ
ニ
サ
ッ
カ
ー
】

七
人
制
の
サ
ッ
カ
ー
を
し
ま

す
。
午
前
１０
時
試
合
開
始
。

◇
対
象
・
募
集
チ
ー
ム
数

▽
小
学
校
一
・
二
年
生
�
十
二

チ
ー
ム

▽
小
学
校
三
・
四
年

生
�
十
二
チ
ー
ム

※
交
代
要
員
も
含
め
て
一
チ

ー
ム
十
人
と
し
、
男
女
混
合
で

も
可
。
必
ず
引
率
者
が
同
行
し

て
く
だ
さ
い
。

【
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
】

午
前
１１
時
試
合
開
始
。

◇
対
象
・
募
集
チ
ー
ム
数

▽
小
学
校
一
〜
三
年
生
�
十
五

チ
ー
ム

▽
小
学
校
四
〜
六
年

生
�
十
五
チ
ー
ム

※
一
チ
ー
ム
十
二
人
（
補
欠

三
人
ま
で
可
）
で
、
男
女
混
合

で
も
可
。
必
ず
引
率
者
が
同
行

し
て
く
だ
さ
い
。

【
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
】

午
前
１０
時
３０
分
試
合
開
始
。

◇
募
集
チ
ー
ム
数

小
学
校

四
年
生
以
上
の
方
�
三
十
二
チ

ー
ム※

一
チ
ー
ム
六
人
制
で
、
小

学
生
に
は
保
護
者
が
同
伴
し
て

く
だ
さ
い
。

◇

◇

◇
申
込
受
付
場
所
・
申
込
期

間

▽
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
�

９
月
１９
日
�
〜
２９
日
�
に
青
少

年
ス
ポ
ー
ツ
室
に
直
接
（
１０
月

１３
日
�
に
市
役
所
で
公
開
抽
選
）

▽
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
�
９
月

１５
日
�
か
ら
地
域
健
康
企
画
課

内
市
民
健
康
ま
つ
り
実
行
委
員

会
事
務
局
に
置
い
て
い
る
申
込

用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

直
接
（
申
込
先
着
順
）

※
い
ず
れ
も
市
内
在
住
、
在

勤
、
在
学
の
方
に
限
る
。

※
当
日
、
自
由
に
参
加
で
き

る
体
力
テ
ス
ト
（
立
幅
跳
び
、

上
体
起
こ
し
な
ど
）、子
ど
も
か

ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
「
フ
ァ

ミ
リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
」、ク
ラ
フ
ト

ひ
ろ
ば
（
た
こ
の
作
成
・
た
こ

あ
げ
）
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

◇
申
込
・
問
合
先

▽
地
域

健
康
企
画
課
内
市
民
健
康
ま
つ

り
実
行
委
員
会
事
務
局

０
７

２
（
９
６
０
）
３
８
０
１
、

�
０
７
２
（
９
６
０
）
３
８

０
６

▽
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
室

０
６（
４
３
０
９
）３
２
８
２
、

�
０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

３
５

体を動かすのに心地よい季節がやってきました。
市では、１０月９日�に「市民スポーツ祭典」、

２２日�に「市民健康まつり」を開催するにあたり、
参加者を募集します。
さわやかな秋。さあみんなでスポーツを楽しみ
ませんか。

１０
月
９
日
「
体
育
の
日
」
に

�
市
民
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
�
を
開

催
し
ま
す
。

陸
上
競
技
大
会
を
は
じ
め
、

リ
ズ
ム
体
操
や
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

な
ど
の
集
い
、
体
力
・
運
動
能

力
テ
ス
ト（
表
）、
市
民
生
駒
山

歩
こ
う
会
を
、
各
会
場
に
分
か

れ
て
行
い
ま
す
。

さ
わ
や
か
な
秋
の
日
に
、
心

地
よ
い
汗
を
流
し
ま
せ
ん
か
。

市
民
生
駒
山
歩
こ
う
会

◇
集
合
場
所

枚
岡
神
社
鳥

居
前※

受
付
時
間
は
、
午
前
８
時

３０
分
か
ら
１０
時
ま
で
で
す
。

※
雨
天
の
場
合
、
１０
月
１５
日

�
に
順
延
（
小
雨
決
行
）。

※
コ
ー
ス

▽
神
津
嶽
コ
ー

ス
（
約
二
・
七
�
�
）
�
集
合

場
所
―
新
豊
浦
橋
―
ぼ
く
ら
の

広
場

▽
摂
河
泉
コ
ー
ス
（
約

四
�
�
）
�
集
合
場
所
―
新
豊

浦
橋
―
慈
光
寺
―
ぼ
く
ら
の
広

場
※
午
後
０
時
３０
分
か
ら
ぼ
く

ら
の
広
場
で
閉
会
式
を
行
い
ま

す
（
閉
会
式
ま
で
ゲ
ー
ム
あ

り
）。時
間
ま
で
に
到
着
し
て
く

だ
さ
い
。

※
閉
会
式
後
に
参
加
賞
と
記

念
バ
ッ
ジ
を
進
呈
。

◇

◇

※
負
傷
者
に
は
応
急
処
置

は
し
ま
す
が
、
以
後
の
責
任

は
負
い
ま
せ
ん
。

※
雨
天
の
場
合
、
当
日
午

前
６
時
か
ら
テ
レ
ホ
ン
サ
ー

ビ
ス
あ
り
。

◇
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
・

問
合
先

青
少
年
ス
ポ
ー
ツ

室

０
６（
４
３
０
９
）３
２

８
２
、
�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
３
５

備考
該当者のみ参加してください

申込みをした方は、午前９時ま
でに直接会場へ（雨天決行）

運動のできる服装で、ソフトテ
ニスラケット、テニスシューズ、
ボールを持って当日会場へ（雨
天中止）

運動のできる服装で、バドミン
トンラケット、シャトルコック、
体育館用靴を持って当日会場へ

運動のできる服装で、体育館用
靴を持って当日会場へ

運動のできる服装で、体育館用
靴を持って当日会場へ

時間
８：３０～

９：００
～１７：００

１０：００
～１６：００

１０：００
～１６：００

１０：３０
～１２：００

１３：００
～１５：００

会場
市役所

花園中央公園
トライスタジアム

三ノ瀬公園
庭球場

東大阪アリーナ
大アリーナ

東体育館

東大阪アリーナ
武道場

行事名
功労者表彰

陸上競技大会

ソフトテニス
の集い

バドミントン
の集い

リズム体操
の集い

体力・運動
能力テスト

市民スポーツ祭典

体育の日 １０月９日�

市民健康まつり １０月２２日�

スポーツコーナー

古
紙
配
合
率
１００
％
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
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保保保保保保保健健健健健健健所所所所所所所・・・・・・・セセセセセセセンンンンンンンタタタタタタターーーーーーーだだだだだだだよよよよよよよりりりりりりり保保保保保保保健健健健健健健所所所所所所所・・・・・・・セセセセセセセンンンンンンンタタタタタタターーーーーーーだだだだだだだよよよよよよよりりりりりりり保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健所所所所所所所所所所所所所所・・・・・・・・・・・・・・セセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーだだだだだだだだだだだだだだよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりくびれウエストをつくろう�
ずんどこ節エアロビクス

血糖値が気になる方を対象に、歌にあ
わせて簡単な有酸素運動を行います。
とき １１月１３日～１２月１１日の毎週月曜日
午後１時３０分～３時３０分（計５日間）
内容 ずんどこ節エアロビクス、おうち
エクササイズ、栄養講話、食生活コンピ
ューター診断など 対象 次のいずれか
に当てはまる糖尿の治療を受けていない
６５歳未満の方 �総コレステロールが２３０
～２８０�／� �空腹時の血糖値が１１０～
１３９�／� �血糖の指標HbA1c（ヘモ
グロビンエーワンシー）が５．６～５．９％
定員 ２５人（申込先着順） ※９月下旬
～１０月上旬に１回個別面接、血液検査を
行います（申込時に日程を決定）。 ※１２
月１８日�、１月２２日�、３月１９日�に、
結果測定の血液検査を行います。
■ところ・申込・問合先 東保健セン

ター

精神障害者保健福祉手帳
１０月１日から変更します

１０月１日から精神障害者保健福祉手帳
に写真の貼付が義務付けられます。１０月
１日以降に交付の申請をする方は、必ず
写真（縦４�×横３�）を持参して保健
センターで手続きを行ってください。
なお、有効期限が残っている場合でも

変更は可能です。希望の方は再交付の手
続きをしてください。
■問合先 東・中・西保健センター

栄養バランス教室

とき ９月２９日� 午後１時～４時
内容 お話「食生活で健康に」、調理実習
「野菜たっぷりヘルスメイトおすすめ料
理」 定員 ２０人（申込先着順） 費用
３５０円 ※エプロン、三角巾、手ふきを持
参。
■ところ・申込・問合先 中保健セン
ター

地区健康相談

とき・ところ �９月２０日� 午前１０
時～１１時�はすの広場（近江堂） �２５
日� 午後１時３０分～３時�大�公民分
館 �２７日� 午前１０時～１１時�ももの
広場（楠根・乳幼児のみ） 対象・内容
�乳幼児�身体計測、育児相談 �老成
人�血圧測定、検尿、血圧測定など
■問合先 西保健センター

マタニティのための歯科健診

歯科医師による健診と歯科衛生士によ
るアドバイスなどを行います。 とき
９月２１日	 午後１時３０分から 対象
おおむね妊娠１６週以上の妊婦
■ところ・申込・問合先 西保健セン
ター

禁煙にチャレンジ
休日サポート教室

呼気中一酸化炭素・尿中ニコチン濃度
測定を行い、面接やメールなどで禁煙を
支援します。 とき １０月１５日
、１１月
５日
、来年２月４日
 午後１時～３
時（計３日間） 定員 ２５人（申込先着順）
■ところ・申込・問合先 東保健セン
ター

難病講演・相談会

とき １０月１２日	 午後２時～４時（受
付は３０分前から） ところ くすのきプ

こうじゅうじん

ラザ（若江岩田駅前） 内容 「後 縦 靭
たいこっ か しょう

帯骨化 症について」 星ケ丘厚生年金病
院整形外科部長 和田英路さん
■申込・問合先 健康づくり課 ０７２

（９６０）３８０２、�０７２（９６０）３８０９

結核エックス線検診

とき １０月３日� 午後１時３０分～３
時 ところ 太平寺公民分館 内容 胸
部エックス線検査、血圧測定、検尿 対
象 市内在住の１５歳以上の方 ※希望者
には成人歯科相談、だ液潜血検査もあり
ます。
■申込・問合先 西保健センター

食生活を考えるつどい

１０月の食生活改善月間にちなみ、講演
会を開催します。話題の韓国の食につい
て考え、食生活を見直してみませんか。
とき １０月３日� 午後１時～４時 と
ころ イコーラム（男女共同参画センタ
ー） 内容 �講演「韓国の食卓から」
かんちゃん み

康 薔 薇さん �展示「日本、韓国の伝承
料理」「食事バランスガイド」など �血
流波測定、韓国料理の試食 定員 ２４０人
（申込先着順）
■申込・問合先 健康づくり課 ０７２

（９６０）３８０２、�０７２（９６０）３８０９

お宅の井戸は大丈夫？

家庭用の井戸は浅いものが多いため、
工場や家庭の排水などによる汚染を受け
やすく水質が不安定です。井戸水を飲用
している家庭では、次のことに気をつけ
て、適正な管理に努めましょう。 �井
戸やその周辺に人や動物が入らないよう
にする �定期的（年１回以上）に水質
検査（有料）を受ける �水質に異常が
あるときは、保健所に相談する
■問合先 環境薬務課 ０７２（９６０）３８０４、
�０７２（９６０）３８０７

東�０７２（９８２）２６０３ �０７２（９８６）２１３５
中�０７２（９６５）６４１１ �０７２（９６６）６５２７
西�０６（６７８８）００８５ �０６（６７８８）２９１６

※車での来場はご遠慮ください

ポリオの集団予防接種を表のとおり行
います。６週間以上の間隔をあけて、２
回接種が必要です。次回は来年の４月に
実施します。 対象 生後３か月～７歳
６か月未満 ※可能な限り、１歳６か月
までに接種してください。
次の場合は接種が受けられません。

�３７．５度を超える発熱や重い急性疾患、
感染症にかかっているとき �麻しん（は
しか）、風しん、ＢＣＧの予防接種を受け
てから４週間未満のとき、または三種混
合予防接種を受けてから１週間未満のと
き �下痢をしているとき �医師が不
適当と判断したとき ※基礎疾患がある
方や、発育上の問題で通院や医師の指導
を受けている方、過去１年間にけいれん
（ひきつけ）を起こしたことがある方、
免疫状態の異常を指摘されたことがある
方は、主治医の意見書または証明書が必
要です。 ※予防接種手帳を持っている
方は、「ポリオ予診票」に記入の上、母子
健康手帳と予防接種手帳、筆記用具を持
参。
■申込・問合先 東・中・西保健セン

ター

過
去
の
病
気
と
思
わ
れ
が

ち
な
結
核
。
し
か
し
、
市
内

で
も
毎
年
発
病
者
が
出
て
お

り
、
ま
だ
ま
だ「
今
の
病
気
」

で
す
。

９
月
２４
日


か
ら
３０
日
�

ま
で
は
、
結
核
予
防
週
間
で

す
。
無
料
検
診
を
行
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

全
国
平
均
を
上
回
る

市
内
で
の
発
生
率

一
年
間
に
新
し
く
結
核
を

発
病
し
た
人
口
十
万
人
に
対

す
る
割
合
・
り
患
率
は
、
全

国
平
均
二
三
・
三
に
対
し
、

東
大
阪
市
は
三
七
・
〇
と
、

全
国
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
全
国
で
は
６０
歳
以
上

の
方
の
発
病
が
年
々
増
加
し

て
い
ま
す
が
、
市
で
は
６０
歳

未
満
の
発
病
も
多
く
見
ら
れ
、

「
わ
た
し
に
は
関
係
な
い
」

と
決
め
付
け
る
の
は
禁
物
で

す
。人

へ
感
染
さ
せ
な
い

た
め
に

結
核
は
、
結
核
菌
と
い
う

細
菌
が
、
肺
の
中
に
入
る
こ

と
に
よ
り
起
こ
る
病
気
で
す
。

結
核
菌
を
も
っ
て
い
る
人

が
、
く
し
ゃ
み
や
せ
き
、
話

を
し
た
と
き
に
菌
が
空
気
中

に
飛
び
散
り
、
そ
の
菌
を
吸

い
込
む
こ
と
に
よ
り
感
染
し

ま
す
。
結
核
の
初
期
症
状
は

風
邪
と
よ
く
似
て
お
り
「
し

つ
こ
い
風
邪
だ
な
あ
」
と
放

っ
て
お
く
と
、
重
症
化
し
て

し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

結
核
は
日
常
生
活
を
と
も

に
す
る
家
族
や
、
親
し
い
友

人
に
う
つ
り
や
す
い
感
染
症

で
す
。
し
か
し
軽
症
の
肺
結

核
の
方
か
ら
は
う
つ
る
こ
と

は
な
く
、
食
器
や
衣
類
な
ど

を
介
し
て
う
つ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。

早
期
に
発
見
で
き
る
よ
う
、

一
度
検
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。結

核
無
料
検
診

次
の
日
程
で
結
核
無
料
検

診
を
行
い
ま
す
（
保
健
セ
ン

タ
ー
実
施
分
は
要
予
約
）。

◇
と
き
・
と
こ
ろ

▽
９

月
２２
日
�

西
保
健
セ
ン
タ

ー
（
午
前
９
時
３０
分
〜
１０
時

３０
分
）

▽
２５
日
�

東
保

健
セ
ン
タ
ー
（
午
前
１０
時
〜

１１
時
３０
分
）

▽
２６
日
�


フ
レ
ス
ポ
東
大
阪
（
午
後
２

時
〜
３
時
３０
分
）

▽
２８
日

	

中
保
健
セ
ン
タ
ー
（
午

前
９
時
３０
分
〜
１０
時
３０
分
）、

瓢
�
山
駅
北
側
（
午
前
１０
時

〜
１１
時
３０
分
）

▽
２９
日
�


イ
ズ
ミ
ヤ
若
江
岩
田
店（
午

前
１０
時
〜
１１
時
３０
分
）

※
週
間
中
以
外
に
も
、
健

康
づ
く
り
課
お
よ
び
東
・
中

・
西
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
結

核
に
関
す
る
相
談
を
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

◇

◇

◇
問
合
先

▽
東
・
中
・

西
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
健
康

づ
く
り
課

０
７
２
（
９
６

０
）
３
８
０
５
、
�
０
７
２

（
９
６
０
）
３
８
０
９

（中）英田公民分館

（中）盾津鴻池公民分館分室

（西）森河内公民分館

（東）東保健センター★
（中）中保健センター★
（西）西保健センター

（西）大�小学校

（東）東保健センター★
（中）中保健センター★
（西）長瀬診療所

・受付時間 ・★は、予約（先着順）が必要な会場
（東）午後２時～３時１５分 ・車での来場は、ご遠慮ください。
（中）午後１時３０分～２時４５分
（西）午後２時～３時１５分

１８日�

１９日	

２０日�

２３日�

２７日�

３０日�

（東）東保健センター★
（西）はすの広場（近江堂）

（東）石切公民分館
（西）荒本第３集会所
（中）盾津鴻池公民分館分室

（東）縄手南公民分館
（西）西保健センター

（東）孔舎衙公民分館
（中）盾津東公民分館
（西）ももの広場（楠根）

（東）東保健センター★
（中）中保健センター★
（西）八戸の里小学校

１０月
２日�
３日�
４日�
５日	

６日�

１１日�
１２日	
１３日�

１６日�

忘れず受けましょう
ポリオの集団予防接種

心
の
傷
は
な
お
ら
な
い

イ
ジ
メ
な
ん
て
や
め
よ
う
よ

小
学
校
六
年
生
（
人
権
作
品
集
）

平成１８年９月１５日ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪第８６７号（３）



現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介しますので、活用してください。

・★印は所得に応じて費用負担があり、☆印は利用料が必要
・居宅介護支援事業者など各事業者の一覧表は高齢介護課または各行政サービスセンター、
東・中・西福祉事務所福祉係に置いています。

介護保険事業
サービス・事業名 内 容 問合先

地
域
支
援
事
業

食の自立支援（配食）
サービス

食事の調理が困難な６５歳以上の一人暮らし高齢者、または高齢者のみの世
帯などで次の��のいずれかの配食サービスが必要な方に、栄養バランス
のとれた食事（昼食）を自宅まで届けます（週４回以内）。利用料は１食４
５０円です。�要介護認定で要支援・要介護と認定された方�地域支援事業
に基づく特定高齢者と決定された方☆

東・中・西福祉事務所
福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター

在宅老人介護者のつどい 家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方を対象に、介護サービ
スの情報提供や交流を行います。年２回開催（日帰りと１泊旅行）。☆ 社会福祉協議会

家族介護慰労金
支給事業

要介護４・５と認定され、在宅で１年以上介護保険の給付を受けていない
市民税非課税世帯の高齢者を介護している家族に、年額１０万円の慰労金を
支給します。

東・中・西福祉事務所
福祉係

家族介護教室事業 要介護高齢者を介護している家族などに、介護に関する知識・情報などの
教室を開催します。

地域包括支援センター
在宅介護支援センター

介護予防特定高齢者施策

身体状況が今後要支援・要介護状態になる可能性が高く、介護予防上の支
援が必要と認められる特定高齢者を把握・決定し、介護予防プログラムを
提供することで、要支援・要介護状態にならないように予防します（現在
実施準備中）。

高齢介護課
地域包括支援センター

介護予防一般高齢者施策

６５歳以上の高齢者が要支援・要介護状態になることを防ぐために、介護予
防に関する知識や運動方法などの啓発を行うとともに、介護予防教室など
介護予防事業を実施します。
また、保健センターでは、おおむね６５歳以上の寝たきりの方およびこれに
準ずる方を対象に、年１回無料で歯科健康診査の訪問をしています。この
ほか、健康増進、生活習慣病の予防を目的として各種健康教室や健康診査
などを行っています。

高齢介護課
東・中・西保健センター
東�０７２（９８２）２６０３
�０７２（９８６）２１３５
中�０７２（９６５）６４１１
�０７２（９６６）６５２７
西�０６（６７８８）００８５
�０６（６７８８）２９１６
地域包括支援センター
在宅介護支援センター

在
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護（ホームヘルプ
サービス）

ホームヘルパーが訪問し、入浴、食事など身の回りの世話を行います。☆

介護認定給付課
各居宅介護支援事業者
各サービス事業者
地域包括支援センター

※対象は要介護認定で、
要支援１・２と認定さ
れた方は介護予防サー
ビス、要介護１～５と
認定された方は介護サ
ービスを利用します。

訪問入浴介護 浴槽を積んだ車で訪問し、入浴の介護を行います。☆

訪問看護 看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら病状の観察や床ずれの手
当などを行います。☆

訪問リハビリテーション 理学療法士などが訪問し、必要なリハビリテーションを行います。☆

居宅療養管理指導 医師や歯科医師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。☆

通所介護
（デイサービス）

デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供など日常生活上の支
援や機能訓練が受けられます。☆

通所リハビリテーション
（デイケア）

介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のために
必要なリハビリテーションが受けられます。☆

短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、食事などの介護、その他日
常生活上の支援や機能訓練が受けられます。☆

短期入所療養介護
（ショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、
機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援が受けられます。☆

福祉用具の貸与 車いす、特殊寝台などを貸与します。ただし、要支援１・２、要介護１の
方は、対象にならない用具があります。☆

福祉用具購入費の支給 入浴用いす、腰掛便座などの特定福祉用具購入費の支給が受けられます。

住宅改修費の支給 手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修費の支給が受けられ
ます。

自立生活支援事業
問合先

東・中・西福祉事務所
福祉係
東�０７２（９８８）６６１７
�０７２（９８８）６６２０
中�０７２（９６０）９２７５
�０７２（９６０）９２７８
西�０６（６７８４）７９８０
�０６（６７８４）７６７７

地域包括支援センター
在宅介護支援センター

東・中・西福祉事務所
福祉係

社会福祉協議会
０６（６７８９）７２０１
�０６（６７８９）２９２４
介護認定給付課
０６（４３０９）３１８６
�０６（４３０９）３８１４
障害者支援室
０６（４３０９）３１８３
�０６（４３０９）３８１５

内 容

特別養護老人ホームまたは養護老人ホームに短期間宿泊し、日常生活上
の支援が受けられます。対象は要介護認定で非該当と判定され、支援が
必要な高齢者。☆

在宅の要援護高齢者および一人暮らし高齢者に日常生活用具（電磁調理
器、火災警報器、自動消火器）を給付します。※火災警報器、自動消火
器は低所得者が対象。★

一人暮らしの高齢者などが、家庭での事故や突然の病気のとき、ペンダ
ントのボタンを押すと相談センターにつながって対応するシステムです。
自宅に固定電話があることと、近隣に２人の協力員が必要です。★

一人暮らしの高齢者などで電話がない方に、緊急時の連絡などのために
電話を貸し出します（所得制限あり）。

要介護４・５と認定され、理容店に行くことが困難な在宅の高齢者に、
理容師が訪問して理容サービスを行います。※理容代は利用者の実費負
担。

地域の身近な施設を活用して、虚弱などにより軽度の援助を必要とする
在宅の高齢者に、住民参加による日帰り介護サービスを提供します。☆

一時的に車いすが必要な高齢者などに１０日以内を原則として貸し出しま
す。

一人暮らし高齢者を訪問して、さまざまな相談に応じます。

高齢者や重度身体障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、
住宅改造費を所得に応じて助成します。
なお、高齢者については介護認定給付課、重度身体障害者については障
害者支援室が行います。

サービス・事業名

生活支援短期宿泊事業

日常生活用具の給付

緊急通報システム

福祉電話の貸与

訪問理容サービス事業

街かどデイハウス運営事業

車いす貸出事業

独居老人訪問相談事業

住宅改造助成事業

その他
問合先

高齢介護課
社会福祉協議会

東大阪税務署個人課税
第１部門
０６（６７２４）０００１

内 容
市と市老人クラブ連合会の共催で、毎年９月に開催しています。
ダイヤモンド婚・金婚を迎えた夫婦を祝福するつどいを開催していま
す。

６５歳以上の寝たきり老人を扶養する家族などには、障害者控除が認めら
れる場合があります。また、おむつ購入費（貸しおむつの賃借料）も、
医師が記載した「おむつ使用証明書」により医療費控除の対象となりま
す。なお、介護保険法施行のため、指定介護老人福祉施設に支払った介
護サービス費（ただし、介護費、居住費および食費の自己負担額の２分
の１相当額）が、医療費控除の対象となります。また、介護老人保健施
設の介護サービス費も医療費控除の対象になるものがあります。

サービス・事業名
老人福祉大会
ダイヤモンド婚・金婚夫婦
のつどい

所得税の控除

住宅
サービス・事業名 内 容 問合先

シルバーハウジング
高齢者が自立し、安全で快適な生活ができるように、ケアサービスを受け
られる公営住宅。生活指導・相談・緊急時対応を行う生活援助員を配置し
ています。★

住宅政策課
０６（４３０９）３２３１～２
�０６（４３０９）３８３４高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者のためにバリアフリー化した住宅で、所得に応じた負担額で入居で
きます。生活指導・相談・緊急時対応を行う生活援助員を配置しています。
★

高齢者円滑入居賃貸住宅 高齢者であることを理由に入居を拒否しない民間住宅。住宅政策課で一覧
を閲覧できます。

施設への入所
サービス・事業名 内 容 問合先

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
も
の

介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）への入所

入浴、食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練、健康管理、
療養上の世話が受けられます。☆

各施設
各居宅介護支援事業者

※対象は要介護認定で
要介護１～５と認定さ
れた方。ただし、認知
症対応型共同生活介護
で指定介護予防サービ
スの指定もある場合は、
要支援２の方も含みま
す。

介護老人保健施設（老人
保健施設）への入所

看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生
活上の支援が受けられます。☆

介護療養型医療施設への
入所

療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要
な医療などが受けられます。☆

認知症対応型共同生活介
護（認知症対応型グルー
プホーム）

軽度の認知症で介護を必要とする高齢者が、少人数の共同生活により日常
生活上の世話や機能訓練を受けて、認知症の進行を遅らせ、自立した生活
ができるようにします。☆

介
護
保
険
制
度
外

養護老人ホーム 環境や経済上の理由で居住生活が困難な６５歳以上の方が入所できます。★ 東・中・西福祉事務所
福祉係

軽費老人ホーム 家庭環境などの理由で居宅生活が困難な６０歳以上の方が入所できます。★
各施設

ケアハウス 夫婦・単身者用の個室があり、生活相談、食事・入浴サービスや在宅福祉サー
ビスを提供します。対象は独立して暮らすには不安な６０歳以上の方。★

名 称 電話番号

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

四条の家（南四条町） ０７２（９８７）７５０５
�０７２（９８７）９８５５

みのわの里（古箕輪１） ０７２（９６４）０３０８
�０７２（９６４）３０６０

イースタンビラ（寿町１） ０６（６７２８）３０９９
�０６（６７２９）５０３２

サンホーム（御厨南３） ０６（６７８７）３７３３
�０６（６７８７）３８８５

たちばなの里（岸田堂北町） ０６（６２２４）５１１１
�０６（６７２４）８２３２

春光園（横枕） ０７２（９６０）８６６６
�０７２（９６１）２０５０

アンパス東大阪（若江南町３） ０６（４３０７）０１６５
�０６（４３０７）０４４４

布市福寿苑（布市町２） ０７２（９８３）２２５５
�０７２（９８３）２２７７

なるかわ苑（上六万寺町） ０７２（９８６）３６８０
�０７２（９８８）０１３４

ビオスの丘（善根寺町１） ０７２（９８６）０００３
�０７２（９８６）９００３

ヴェルディ八戸ノ里（下小阪４） ０６（６７２７）００３０�０６（６７２７）０７３０

基
幹
型

社会福祉協議会角田（角田２）０７２（９６２）８０１１�０７２（９６３）２０２０

社会福祉協議会荒川（荒川３）０６（６７２６）２５３３�０６（６７２６）２５４４

在宅介護・地域包括支援センター
―気軽に相談を―

在宅介護支援センターと地域包括支援センターでは、
介護保険を利用する方および介護保険利用対象外の方で、
支援を必要とする高齢者やその家族の方を対象に相談を
受け付けています。必要に応じて支援センターの職員が
家庭訪問もしますので、気軽に支援センターを活用して
ください。
また、地域包括支援センターは介護予防事業などの介
護予防プランの作成も行っています。

名 称 電話番号

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

福寿苑（出雲井本町） ０７２（９８５）７７７１
�０７２（９８５）１７２２

レーベンズポルト（長栄寺） ０６（６７８３）０１００
�０６（６７８３）４４４１

メルテルホーム（西岩田４） ０６（６６１８）１３２０
�０６（６７８７）２０３７

アーバンケア島之内（吉田本町１）０７２（９６０）６０７０�０７２（９６０）６０８０

アーバンケア稲田（稲田新町１） ０６（６７４８）８００８�０６（６７４８）８０１０

千寿園（南荘町） ０７２（９８３）７７００
�０７２（９８３）７７０１

総合相談・権利擁護援助など
サービス・事業名 内 容 問合先

地域包括支援センター

高齢者が要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場
合でも、地域で自立した生活ができるように援助します。要支援
・要介護認定を受けていない高齢者には、介護予防ケアマネジメ
ント、総合相談・支援、虐待防止の権利擁護援助などを行います。
また、ケアプラン作成の業務や地域ケア会議を実施します。

地域包括支援センター

在宅介護支援センター

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるように、総合相
談・支援、介護・福祉サービスなどの利用調整、申請代行などを
行います。また、地域包括支援センターと連携して、虐待防止の
ための支援や地域ケア会議を実施します。

在宅介護支援センター

認知症高齢者地域支援事業
認知症高齢者が自立した生活ができるよう、相談窓口を周知する
とともに、認知症の理解を広げ、安心して生活できる地域づくり
を進めます。

地域包括支援センター
（基幹型）

地域福祉権利擁護事業
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉
サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が、適切なサービスを
利用できるように援助、代行、支援などを行います。★

社会福祉協議会

成年後見制度

裁判所が、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不
十分と認定した方のために、成年後見人などを選任し、財産管理
や身上監護面の保護を行います。配偶者や四親等内の親族などが
家庭裁判所に申し立てることができますが、いない場合は市長が
申し立てることができます。※利用手続を行う親族などがいる場
合の成年後見制度利用相談など高齢者の権利擁護のための相談は、
地域包括支援センターで行っています。

大阪家庭裁判所
０６（６９４３）５３２１
地域包括支援センター

市長申立てに関する
相談�東・中・西福祉
事務所福祉係

高齢者虐待防止のための
支援

虐待を受けているおそれのある高齢者に気がついたとき、また自
分自身が虐待を受け苦しんでいるという場合はご相談ください。
地域ケア会議の一環として取り組んでいる高齢者虐待防止ネット
ワークを活用し、市と関係機関が協力して問題解決のための支援
を行います。

東・中・西福祉事務所福
祉係
東・中・西保健センター
地域包括支援センター
在宅介護支援センター

介護保険事業の
円滑な運営確保事業

介護サービスを安心して利用できるように、苦情相談などを受け
付けています。

介護保険なんでも相談
０６（４３０９）３１９１
�０６（４３０９）３８４８

生きがい・社会参加支援
サービス・事業名 内 容 問合先

老人クラブ活動助成事業 ６０歳以上の方たちが、各地域で趣味や教養、社会奉仕などの活動で自主
的につくっている組織を支援します。

東・中・西福祉事務所
福祉係福祉農園運営事業 ６０歳以上の方または障害者（児）に、土を通じて親睦と健康増進を図っ

てもらうため、１年更新で農園の貸付けをしています。

ふれあい入浴事業 ６５歳以上の方は毎月１５日（計１２回）に、市内の公衆浴場を割引料金で入
浴と団らんを楽しむことができます。

老人大学講座
「悠友塾」運営事業

６０歳以上の方が生きがいのある生活を送るために、学習の場を提供する
講座です（次回の募集は来年４月を予定）。☆

高齢者サービスセンター
０７２（９６２）８０１１
�０７２（９６３）２０２０

はり・きゅう・マッサージ
施術事業

６５歳以上の方を対象に、期間中２回以内の施術を受けることができます
（負担額１回１，０００円）。９月に市内約１２０か所の施術所で実施。 高齢介護課

０６（４３０９）３１８５
�０６（４３０９）３８４８敬老祝品贈呈事業 ９月１５日現在、満７７歳、８８歳、９９歳、１００歳（６月１日から引続き市内在

住）の方に、お祝いの品物を届けます（９月１８日ごろ）。

就労的生きがいづくり
活動支援事業

高齢者が知識や経験をいかして団体で事業を起こし、生きがいづくりと
就労を結び付けた活動を実施する場合に、補助金を交付します。

府福祉人権推進センター
０６（６５６１）４１９８
�０６（６５６１）４２１１

老人センター事業 ６０歳以上の方を対象に、健康増進や教養の向上、趣味を通じた仲間づく
りの場を提供します。 各老人センター

９月は�高齢者保健福祉月間�です

◇問合先 高齢介護課 ０６（４３０９）３１８５、�０６（４３０９）３８４８

高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者のののののののののののののののたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめめののののののののののののののの制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度・・・・・・・・・・・・・・・サササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビビビビビススススススススススススススス一一一一一一一一一一一一一一一覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧表表表表表表表表表表表表表表表

（４）第８６７号ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪平成１８年９月１５日（５）
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その他 その他 

お湯と味覚でくつろぎませんか
在宅老人介護者のつどい

とき １０月１４日�～１５日�（１泊２日）
行き先 岐阜県・北陸方面 内容 観光、
芦原温泉宿泊、福祉総合施設の見学と研
修、グループ懇談会 対象・定員 市内
在住で、家庭で３か月以上寝たきりや認
知症の高齢者を介護している方（１世帯
につき１人）・３０人（今回再募集。初参
加者を優先して抽選） 費用 ３，０００円
申込方法 ハガキに行事名、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を書いて、９月２２
日�（必着）までに郵送
■申込・問合先 〒５７７・００５４高井田元
町１―２―１３ 社会福祉協議会 ０６（６７８９）
７２０１、�０６（６７８９）２９２４

やまなみコンサート

とき ９月３０日� 午後２時から 内
容 松尾尚子さん（フルート）、下川由紀
子さん（ピアノ）による「シューベルト
のセレナーデ」など 定員 ４０人（当日
先着順）
■ところ・問合先 やまなみプラザ（四
条） ０７２（９８８）３１１３、�０７２（９８８）３１０７

ひるさがりロビーコンサート

とき ９月２３日� 午後１時３０分～２
時１５分 内容 三好貴子さんとアザレア

こと すいそう

会による筝と尺八の演奏「吹筝の和音―
竹と桐の調べ」
■ところ・問合先 市民美術センター

０７２（９６４）１３１３、�０７２（９６４）１５９６

グラウンドゴルフ大会

さわやかな汗を流しませんか。 とき
９月３０日� 午前９時から（受付は３０分
前からで小雨決行） ※雨天の場合は１０
月９日�に延期（午前７時から各地区担
当の連絡先へ 東地区�「金光」０７２・９８７
・１８３４、中地区�「林」０７２・９６１・４９１８、
西地区�「朝川」０６・４３０８・１２４６）。 と
ころ 府立花園高等学校 対象・定員
市内在住、在勤の方を含む６人までで編
成されたチーム・７チーム（申込先着順）
費用 １チーム１，８００円 申込方法 ９月
１５日�の正午から直接
■申込先 市グラウンドゴルフ協会「朝
川」（長田２―１４―１）０６（４３０８）１２４６（�兼用）
■問合先 青少年スポーツ室 ０６（４３０９）

３２８２、�０６（４３０９）３８３５

夢広場の催し

【歩こう会】
市役所から鴻池新田会所まで歩きませ

んか。 とき １０月１日�（小雨決行）
☆午前９時３０分に市役所本庁の噴水前に
集合、昼ごろ会所内解散
【吟詠を楽しむ】
とき １０月８日� 午後１時～３時

ところ 夢広場（布施駅前） 内容 歌
謡吟詠など 定員 １７０人（当日先着順）

◇ ◇
■問合先 夢広場 ０６（６７８４）２０１４（�
兼用）

１ｄａｙ（ワンデイ）市民活動ひろば
～出会い＆ふれあいの広場づくり～

市内のＮＰＯやボランティアグループ
の活動を紹介します。出会い、交流の情
報収集など市民活動に興味がある方は、
ぜひお越しください。 とき ９月２９日
�、３０日� 午前１０時～午後６時 とこ
ろ イトーヨーカドー東大阪店 内容
�写真・パネル展示 �相談や交流の広
場 �手作り遊びふれあいコーナー（コ
ーナーのみ正午～午後４時） ※くわし
くは、市ホームページに掲載しています。
■問合先 まちづくり支援課 ０６（４３０９）

３３５０、�０６（４３０９）３８１２

「救える命」を救うために

緊急でもないのに救急車を呼ぶ人が増
えています。救急車には限りがあり、生
命の危険がある傷病者を待たせるかもし
れません。救急車の正しい利用について、
みなさんの理解と協力をお願いします。
■問合先 消防局予防広報課 ０６（６７８８）

７６７４、�０６（６７８１）３５６２

１０月１日より本施行
障害者自立支援法説明会を開催

４月１日より障害者自立支援法が一部
施行され、１０月１日より本施行となりま
す。この制度の趣旨を知ってもらうため
の説明会を開催します。 とき ９月２１
日� 午後１時３０分～３時３０分（受付は
３０分前から） ところ 市民会館市民ホ
ール ※車での来場はご遠慮ください。
内容 新体系のサービスなどについて
※当日先着順。
■問合先 障害者支援室 ０６（４３０９）

３１８３、�０６（４３０９）３８１５

児童手当・特例給付の現況届
提出がまだの方は９月２９日までに

児童手当・特例給付の現況届は、６月
１日における受給者の状況を把握し、児
童手当などを引続き受ける要件に当ては
まるかを確認するためのものです。
６月に現況届を送付していますが、ま

だ提出していない方は早急に郵送（９月
２９日�必着）するか、国民年金課または
各行政サービスセンターに提出してくだ
さい。９月２９日�までに現況届を提出さ
れない場合は、６月分以降の手当の支給
が停止となりますので、ご注意ください。
■問合先 国民年金課 ０６（４３０９）３１６５、
�０６（４３０９）３８０５

身体障害者スポーツ・
レクリエーション大会を廃止

身体障害者スポーツ・レクリエーショ
ン大会を毎年秋に開催していましたが、
本年度より廃止しました。
今後は身体障害者や知的障害者、精神

障害者も含めた各種スポーツの充実を図
っていきます。
■問合先 障害者支援室 ０６（４３０９）

３１８３、�０６（４３０９）３８１５

市立総合病院
シャトルバス運行休止

９月１７日�は高度医療機器導入による
院内改修工事のため、八戸ノ里駅～総合
病院間のシャトルバスが終日運行休止と
なります。ご不便をお掛けしますが、ご
理解のほどよろしくお願いします。
■問合先 市立総合病院総務課 ０６

（６７８１）５１０１、�０６（６７８１）２１９４

９月２１日～３０日
秋の全国交通安全運動を実施

９月２１日�から３０日�まで“秋の全国
交通安全運動”を実施します。また、交
通安全講習会を兼ねた「東大阪交通安全
市民大会」を次のとおり行います。 と
き ９月２５日� 午後１時３０分から と
ころ 市民会館市民ホール 内容 �第
１部�表彰式などの式典 �第２部�京
山幸枝若さんによる歌謡ショー
■問合先 �布施警察署 ０６（６７２７）

１２３４ �河内警察署 ０７２（９６５）１２３４
�枚岡警察署 ０７２（９８７）１２３４ �交通
対策室 ０６（４３０９）３２２３、�０６（４３０９）３８３６

税金の納め忘れはありませんか

市・府民税、固定資産税の第１期・２期
分と軽自動車税の定期分は納期限を過ぎ
ています。未納の方は、至急納めてくだ
さい。
【納付相談】
納付が困難な方を対象に、休日納付相

談を行います。来庁または電話で相談し
てください。 とき ９月３０日�、１０月
１日� 午前９時～午後５時
■ところ・問合先 納税課 ０６（４３０９）

３１４８～５４、�０６（４３０９）３８０８

公開入札

衣摺（２）配水幹線布設替工事の公開入
札を行います。 とき ９月２１日� 午
前１０時から ところ 上下水道局水道庁
舎別棟第３会議室 ※会場の都合により
人数制限があります。
■問合先 水道総務部理財課 ０６（６７２４）

１２２１、�０６（６７２１）２３７４

【グリーンシアター】
とき・内容 １０月１日� �午前１０
時から�「君の名は」 �午後１時か
ら�アニメ昔話「羅生門の鬼」ほか
定員 各４０人（申込先着順） 申込方
法 当日までに電話で
【自然観察】
旅する蝶の妖精アサギマダラを探し

ます。 とき １０月１日� 午前９時
３０分から 講師 アサギマダラを調べ
る会 新宅徳次郎さん 定員 ３０人（申
込先着順） 費用 ２００円 申込方法

９月２６日	までに電話で
【バードウォッチング】
北の空に飛びたつ夏鳥を観察しませ

んか。 とき １０月７日� 午前９時
から 講師 東大阪野鳥の会 岩本昭
宏さん 定員 ３０人（申込先着順）
申込方法 １０月１日�までに電話で

◇ ◇
■ところ・申込・問合先 グリーン

ガーデンひらおか ０７２（９８２）９９２０、
�０７２（９８２）９９２１

法 律
弁護士が相談に応じます。
【本庁市民相談室】１週間前から電話

で受付 ０６（４３０９）３１０４ �月・水・金曜
午後１時～４時、第２火曜午後５時～８
時（申込先着１６人）
【巡回法律相談・各行政サービスセン

ター】 １週間前から電話で受付 ０６
（４３０９）３１０４ �日下�奇数月の第１木曜
�四条�第１・３火曜 �中鴻池�偶数
月の第１木曜 �若江岩田駅前�毎月第
２・４火曜 �楠根�偶数月の第３木曜
�布施駅前�第２・４木曜 �近江堂�

奇数月の第３木曜 ※いずれも午後１時
～４時（申込先着８人）
人 権 法 律
【荒本・長瀬人権文化センター】 �

荒本�第２火曜 ０６（６７８８）７４２４ �長瀬
�第４火曜 ０６（６７２０）１７０１ ※いずれも
午後１時～４時で、予約制
中 小 企 業
【中小企業振興会】 �ＩＳＯに関す

る相談�第４火曜 �店舗デザイン相談
�第４水曜 ※いずれも午後１時３０分～
４時で、予約制 ０６（４３０９）２３０１
パート・労働問題の相談
いずれも職業紹介・あっ旋は行いませ
ん。
【労働雇用政策室】 月～金曜午前９

時～午後４時 ０６（４３０９）３１７９
【ユトリート東大阪】 月・水・金曜午

前１０時～午後５時 ０６（６７２１）６０００
よ み か き
よみかきに不自由している方の相談に

応じます。月～金曜午前９時～午後５時
３０分 ０６（４３０９）３２７９（社会教育課）
女性のための相談
【男女共同参画センター】 �面接相
談（予約制）�火・水・土曜（５週目はなし）
午前１０時～正午、午後１時～４時、第４火
曜午後６時～９時 ０７２（９６０）９２０５ �電
話相談�火～日曜午前１０時～午後４時、
金曜午後６時～９時 ０７２（９６０）９２０６
教育・子育て相談など
【教育相談・教育センター内】 月～

金・第１土曜（１・５月は第２土曜）午
前９時～午後５時３０分で、予約制 ０６（６
７２７）０１１３
【すこやかテレホン】 �月・火・木
・金曜午後５時～８時 �日曜、祝日午
前９時～午後５時 ０６（６７２１）９１７４
【子どもの悩み相談室・電話相談】
月～土曜午前９時～午後５時１５分（土曜
は正午まで）０６（６７８２）７８６７
【いじめ１１０番】 月～土曜午前９時～

午後５時１５分（土曜は正午まで）０６（６７
３２）０１１０
【鴻池・長瀬・荒本子育て支援センタ
ー】 �来所相談�月曜（鴻池）、水曜（長
瀬）、木曜（荒本）午前９時３０分～午後４時
（予約制） �電話相談�月～土曜午前９
時３０分～午後６時 ０６（６７４８）８２５２（鴻池）、
０６（６７２８）１８００（長瀬）、０６（６７８８）１０５５（荒本）
消 費 生 活
月～金曜午前９時３０分～午後５時（電

話相談は午後４時までで、来所時は事前
に電話を） ０７２（９６５）０１０２（消費生活セ
ンター）
交 通 事 故
月・火・水・金曜午前１０時～午後４時

（予約制）０６（４３０９）３２２３（交通対策室）
医 療
医療機関利用のための相談に応じます。
月～金曜午前１０時～午後４時 ０７２（９６０）
３８０１（地域健康企画課）

グリーンガーデンひらおか

秋を観察しませんか

※いずれも無料
※祝日・休日は行いません

（すこやかテレホンを除く）

定定 例例 相相 談談

（６）第８６７号東 大 阪 市 政 だ よ り平成１８年９月１５日
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健
康
保
険
法
等
の
改
正
に
よ

っ
て
、
国
保
・
老
人
保
健
制
度

の
一
部
が
変
わ
り
ま
す
。

二
割
負
担
の
方
は

三
割
負
担
に

老
人
保
健
対
象
者
と
７０
歳
以

上
の
国
保
高
齢
受
給
者
の
中
で
、

『
現
役
並
み
所
得
者
』の
方
は
、

平
成
１８
年
１０
月
１
日
か
ら
、
医

療
機
関
に
支
払
う
自
己
負
担
割

合
が
二
割
か
ら
三
割
に
変
わ
り

ま
す
。

『
現
役
並
み
所
得
者
』
の
判

定
基
準
は
、
課
税
所
得
が
百
四

十
五
万
円
以
上
で
、
収
入
が
高

齢
者
単
身
世
帯
で
年
収
三
百
八

十
三
万
円
以
上
の
方
、
ま
た
は

高
齢
者
複
数
世
帯
で
年
収
五
百

二
十
万
円
以
上
の
方
で
す
。

た
だ
し
、
課
税
所
得
が
百
四

十
五
万
円
以
上
で
も
、
年
収
が

基
準
額
未
満
の
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
一
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

高
額
療
養
費

自
己
負
担
限
度
額
を
変
更

一
か
月
間
（
同
月
）
に
、
対

象
者
お
よ
び
受
給
者
本
人
が
、

自
己
負
担
限
度
額
以
上
の
一
部

負
担
金
を
支
払
っ
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
、
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
額
を
支
給
し
ま
す（
表

�
・
太
字
は
変
更
額
）。

な
お
、『
低
所
得
者
�
・
�
』

に
該
当
す
る
方
が
入
院
す
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
の
交
付
を
受
け
、
医
療
機

関
に
忘
れ
ず
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。ま

た
、
税
制
改
正
に
よ
り
、

所
得
区
分
が
上
が
る
方
に
は
、

平
成
１８
年
８
月
か
ら
二
年
間
の

経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。

【
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

な
ど
に
伴
う
経
過
措
置
】

税
制
改
正
等
に
よ
り
、『
現
役

並
み
所
得
者
』
に
な
る
方
（
課

税
所
得
が
百
四
十
五
万
円
以
上

二
百
十
三
万
円
未
満
）
の
場
合

は
、
自
己
負
担
限
度
額
を
『
一

般
』
と
し
て
適
用
し
ま
す
。

ま
た
、
課
税
所
得
が
二
百
十

三
万
円
以
上
で
も
、
年
収
が
基

準
額
内
の
方
は
、申
請
に
よ
り
、

自
己
負
担
限
度
額
を
『
一
般
』

と
し
て
適
用
し
ま
す
。

【
老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止

に
伴
う
経
過
措
置
】

老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止

に
伴
い
課
税
と
な
る
方
が
い
て

も
、
そ
の
方
以
外
の
世
帯
員
が

非
課
税
で
あ
る
場
合
、
非
課
税

の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
自
己

負
担
限
度
額
お
よ
び
食
事
の
標

準
負
担
額
を
『
低
所
得
者
�
』

と
し
て
適
用
し
ま
す
。

※
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

の
う
ち
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

は
『
低
所
得
者
�
』
を
適
用
し

ま
す
。

療
養
病
床
に
入
院
の
方
は

食
費
・
居
住
費
を
負
担

老
人
保
健
対
象
者
と
７０
歳
以

上
の
国
保
高
齢
受
給
者
が
療
養

病
床
に
入
院
し
た
場
合
、
こ
れ

ま
で
は
食
材
料
費
相
当
の
み
を

負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、
介
護

保
険
と
の
負
担
の
均
衡
を
図
る

た
め
、平
成
１８
年
１０
月
か
ら
は
、

食
費
・
居
住
費
（
生
活
療
養
標

準
負
担
額
）
を
負
担
し
て
い
た

だ
き
ま
す（
表
③
）。

た
だ
し
、
入
院
医
療
の
必

要
性
の
高
い
状
態
（
人
工
呼

吸
器
、
中
心
静
脈
栄
養
な
ど

を
要
す
る
状
態
や
、
四
肢
麻

痺
が
見
ら
れ
る
脊
椎
損
傷
の

状
態
、
難
病
な
ど
）
が
継
続

す
る
場
合
お
よ
び
、
回
復
期

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

に
入
院
し
て
い
る
場
合
は
、

現
行
の
食
事
療
養
標
準
負
担

額
と
同
額
の
食
材
料
費
相
当

の
み
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

◇

◇

◇
問
合
先

▽
老
人
保
健
証

を
お
持
ち
の
方
�
医
療
助
成
課

０
６（
４
３
０
９
）３
１
６
６
、

�
０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

０
５

▽
高
齢
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方
�
国
民
健
康
保
険
室

管
理
課

０
６
（
４
３
０
９
）

３
１
６
７
、
�
０
６
（
４
３

０
９
）
３
８
０
４

人
工
透
析
の
自
己
負
担
額

上
位
所
得
者
は
二
万
円

人
工
透
析
を
要
す
る
方
の
一

か
月
の
自
己
負
担
限
度
額
は
一

万
円
で
す
が
、
他
の
疾
病
と
同

様
に
所
得
に
応
じ
た
負
担
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
１８
年
１０
月
か
ら
は
、
７０

歳
未
満
の
上
位
所
得
者
に
つ
い

て
は
、
一
か
月
の
自
己
負
担
限

度
額
が
二
万
円
と
な
り
ま
す
。

す
で
に
、
特
定
疾
病
療
養
受

領
証
を
お
持
ち
の
７０
歳
未
満
の

方（
老
人
保
健
対
象
者
を
除
く
）

に
は
、
９
月
末
に
新
し
い
受
領

証
を
送
付
し
ま
す
。

高
額
療
養
費

自
己
負
担
限
度
額
を
変
更

一
か
月
間
（
同
月
）
に
、
国

保
被
保
険
者
が
、
自
己
負
担
限

度
額
以
上
の
一
部
負
担
金
を
支

払
っ
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
、

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
額

を
支
給
し
ま
す
（
表
�
・
太
字

は
変
更
額
）。

出
産
育
児
一
時
金

国
保
被
保
険
者
が
出
産
し
た

と
き
に
、
出
産
育
児
一
時
金
と

し
て
子
ど
も
一
人
に
つ
き
三
十

万
円
を
支
給
し
て
い
ま
す
が
、

平
成
１８
年
１０
月
１
日
以
後
の
出

産
か
ら
は
、
三
十
五
万
円
と
な

り
ま
す
（
改
正
予
定
）。

◇

◇

◇
問
合
先

国
民
健
康
保
険

室
管
理
課

新
し
い
保
険
証
（
桃
色
、

退
職
被
保
険
者
は
灰
色
）は
、

９
月
中
旬
に
配
達
記
録
郵
便

で
送
付
し
ま
す
。

配
達
は
郵
便
局
が
行
い
、

配
達
す
る
家
庭
に
い
る
方
に

直
接
手
渡
し
ま
す
（
受
領
印

が
必
要
）。
不
在
の
場
合
は
、

郵
便
局
に
七
日
間
程
度
保
管

さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
国
保
保

険
料
課
に
差
し
戻
さ
れ
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
証
が
届
い
た
ら
、
名

前
、
住
所
な
ど
の
記
載
内
容

に
誤
り
が
な
い
か
を
確
か
め

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
古
い

保
険
証
は
、
市
に
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

正
し
い
所
得
申
告
を

国
保
の
保
険
料
は
一
世
帯

ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
る「
平

等
割
」
と
世
帯
の
加
入
者
数

に
応
じ
た「
均
等
割
」、
世
帯

の
所
得
に
応
じ
た「
所
得
割
」

に
よ
り
計
算
し
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
所
得
割
額
は
、
前

年
の
所
得
に
基
づ
い
て
決
め

ま
す
。

所
得
と
は
、
申
告
さ
れ
た

所
得
額
で
、
所
得
の
あ
る
方

も
な
い
方
も
申
告
が
必
要
で

す
。
国
保
事
業
の
健
全
な
運

営
の
た
め
に
、
正
し
い
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

夜
間
・
休
日
納
付
相
談

保
険
料
の
納
付
期
限
は
、

毎
月
末
で
す
。
必
ず
納
期
限

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
付
相
談
は
、
国
保
保
険

料
課
で
常
時
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
次
の
日
程
で
夜
間
・

休
日
納
付
相
談
を
行
い
ま
す

の
で
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

◇
と
き

▽
夜
間
�
９
月

２５
日
�
〜
２９
日
�

午
後
５

時
３０
分
〜
８
時

▽
休
日
�

９
月
３０
日
�
、
１０
月
１
日
�

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◇

◇

◇
と
こ
ろ
・
問
合
先

国

民
健
康
保
険
室
保
険
料
課

０
６（
４
３
０
９
）３
１
６
８
、

�
０
６
（
４
３
０
９
）
３
８

０
７送

付
し
ま
す医療

費
通
知

９
月
末
ご
ろ
に
医
療
費
通

知
を
送
付
し
ま
す
。
今
回
は

平
成
１８
年
４
月
と
５
月
の
診

療
（
請
求
）
分
で
す
。

医
療
費
通
知
は
、
被
保
険

者
の
み
な
さ
ん
に
医
療
費
の

実
情
へ
の
理
解
と
、
健
康
に

対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
送
付
し
て
い
ま

す
。
日
ご
ろ
の
健
康
管
理
に

気
を
配
り
、
増
え
続
け
る
医

療
費
を
抑
え
ま
し
ょ
う
。

◇
問
合
先

国
民
健
康
保

険
室
管
理
課

０
６
（
４
３

０
９
）
３
１
６
７
、
�
０
６

（
４
３
０
９
）
３
８
０
４

表� 生活療養標準負担額
１日あたり

の居住費

３２０円

３２０円

３２０円

０円

一食あたり

の食費

４６０円

２１０円

１３０円

１００円

現役並み所得者

一般

低所得者� ※２

低所得者� ※３

老齢福祉年金受給者

市
民
税
非

課
税
世
帯

表� ７０歳以上の方の自己負担限度額表
（平成１８年９月診療分まで適用）

自己負担限度額
外来＋入院（世帯単位）

７２，３００円
（４０，２００円）※１

＋
総医療費が３６１，５００円
を超えた場合は、超
えた分の１％を加算

４０，２００円

２４，６００円

１５，０００円

外来（個人単位）

４０，２００円

１２，０００円

８，０００円

現役並み所得者

一般
低所得者�
※２

低所得者�
※３

市
民
税
非

課
税
世
帯

※１ （ ）内は、過去１２か月以内に４回以上高額療養費の支給があっ
た場合の４回目以降の限度額

※２ 低所得者�は、世帯全員（※４）が市民税非課税の方
※３ 低所得者�は、世帯全員（※４）が市民税非課税で、各所得がい

ずれも０円となる方（高齢者単身世帯で年金収入のみの場合は年
収８０万円以下の方）

※４ 老人保健は、住民登録・外国人登録の世帯全員。国保は、同一世
帯の世帯主および国保の被保険者全員

（平成１８年１０月診療分から適用）
自己負担限度額

外来＋入院（世帯単位）

８０，１００円
（４４，４００円）※１

＋
総医療費が２６７，０００円
を超えた場合は、超え
た分の１％を加算

４４，４００円

２４，６００円

１５，０００円

外来（個人単位）

４４，４００円

１２，０００円

８，０００円

現役並み所得者

一般
低所得者�
※２

低所得者�
※３

市
民
税
非

課
税
世
帯

表� ７０歳未満の方の自己負担限度額表
（平成１８年９月診療分まで適用）
自己負担限度額

１３９，８００円
（７７，７００円）※１

＋総医療費が４６６，０００円を超えた場
合は、超えた分の１％を加算

７２，３００円
（４０，２００円）※１

＋総医療費が２４１，０００円を超えた場
合は、超えた分の１％を加算
３５，４００円

（２４，６００円）※１

上位所得者※５

一般

市民税非課税世帯

※５ 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が６７０万円を超える世帯
の方

（平成１８年１０月診療分から適用）
自己負担限度額

１５０，０００円
（８３，４００円）※１

＋総医療費が５００，０００円を超えた場
合は、超えた分の１％を加算

８０，１００円
（４４，４００円）※１

＋総医療費が２６７，０００円を超えた場
合は、超えた分の１％を加算
３５，４００円

（２４，６００円）※１

上位所得者※６

一般

市民税非課税世帯

※６ 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が６００万円を超える世帯
の方

老
人
保
健
対
象
者
・
国
保
高
齢
受
給
者

新しい保険証を
９月中旬に送付
―国民健康保険―

７０歳以上のみなさんへ

７０
歳
未
満
の
み
な
さ
ん
へ

�

�

（２）第８６７号東 大 阪 市 政 だ よ り平成１８年９月１５日



お知らせコーナー お知らせコーナー 料金表示のないものは無料です 料金表示のないものは無料です 
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相 談 相 談 

まなぶ まなぶ 

行政書士による無料相談

とき １０月３日� 午後１時～４時（予
約不要で、受付は午後３時３０分まで）
内容 遺言、相続、内容証明や各種契約
書の作成、建築業などの許・認可申請、
外国人の帰化、会社設立など
■ところ・問合先 市政情報相談課

０６（４３０９）３１０４、�０６（４３０９）３８０１

１級建築士による建築相談

とき ９月１９日� 午後１時～４時
ところ 市役所１階相談室 内容 建替
え、耐震、アスベスト、リフォーム、シ
ックハウス、欠陥住宅など
■問合先 ��大阪建築士事務所協会
第２支部 ０６（６７２１）９１４４ �指導監察
課 ０６（４３０９）３２４５、�０６（４３０９）３８３４

歴史講演会

とき １０月１日� 午後２時～４時
内容 「餓鬼草子を読み解く～語られざ
る中世タブーの世界」 奈良大学講師
木下密運さん 定員 ９０人（当日先着順）
■ところ・問合先 埋蔵文化財センタ

ー ０７２（９８３）２３４０、�０７２（９８２）９４１１

ボランティア研究集会

とき １０月９日� 午前１０時～午後３
時４５分 ところ 総合福祉センター 内
容 「ぜひあなたも地域でやってみませ
んか？～みんなでかかわろう高齢者と子
ども～」 大阪体育大学助教授 大谷悟
さん 対象・定員 市内在住でボランテ
ィアに関心のある方・６０人（申込先着順）
費用 一般１，０００円、高校生以下５００円（昼
食代を含む） 申込方法 ９月２８日�ま
でに電話またはファクスで
■申込・問合先 市民福祉活動センタ

ー ０６（６７８９）５５５０、�０６（６７８９）５６１１

昆虫の世界はふしぎがいっぱい

９月の資料展示「ファーブル昆虫記と
虫の世界」にあわせ、講演会を開催しま
す。 とき ９月２４日� 午後２時～３
時３０分 内容 講演「昆虫の世界はふし
ぎがいっぱい」 日本トンボ学会 片谷
直治さん 対象・定員 小学校３年生か
ら一般まで・１００人（当日先着順）
■ところ・問合先 花園図書館 ０７２

（９６５）７７００、�０７２（９６５）９２１２

パソコン教室

パソコンの苦手意識を克服しませんか。
【ウィンドウズ苦手克服講習】
とき １０月２０日� 午後６時３０分～８

時３０分 講師 トリプランＰＣクラブ
【インターネット苦手克服講習】
とき １０月２６日� 午後６時３０分～８

時３０分 講師 ヒューマンエスコーラ
◇ ◇

対象・定員 高校生以上の初心者・１５
人（抽選） 費用 ８００円 申込方法 ハ
ガキに教室名と日程、住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、９月３０日�（必着）
までに郵送（ファクスでも可） ※当選
の方には受講可能通知を送付。
■ところ・申込・問合先 〒５７７・０８３２
長瀬町３―７―４０ 長瀬青少年センター ０６
（６７２７）１２００、�０６（６７２９）９７８７

高齢者の就職支援
パソコン事務実務コース講習会

事務系職種の仕事を希望する高齢者が、
会計・販売ソフトの使い方やビジネス文
書の作成など、事務職に必要な知識と技
能を習得し、就職に役立てるための講習
を行います。最終日には、就職のための
合同面接会もあります。 とき １０月３０
日	～１１月１０日�（土・日曜日、祝日を
除く計９日間） 対象・定員 満５９歳か
ら６４歳までのワード・エクセルの基礎知
識がある方・２０人（抽選） ※１０月１８日

にレベルチェックで選考。 申込期間
９月１９日�～１０月１０日�
■ところ・申込・問合先 シルバー人
材センター ０６（６２２４）２４０８、�０６（６２２４）
２４０９

青少年女性センターの教室

【俳句初心者教室】
とき １０月１３日�、２７日�、１１月１０日
� 午前１０時～正午（計３日間） 対象
・定員 全日程参加できる市内在住、在
勤、在学の方・２０人（抽選）
【プリザーブドフラワー体験教室】
とき １０月２８日� 午後１時～３時

内容 生花を特殊加工した水のいらない
花をアレンジ 対象・定員 市内在住、
在勤、在学の方・２０人（抽選） 費用
２，０００円

◇ ◇
申込方法 往復ハガキに講座名、住所、

氏名、年齢、電話番号を書いて、９月２５
日	（必着）までに郵送
■ところ・申込・問合先 〒５７７・００５４

高井田元町１―１１―１７ 青少年女性センター
０６（６７８９）５７４６、�０６（６７８９）２０４９

ドリーム２１の教室

【陶芸ものづくり教室】
親子で陶芸にチャレンジしてみません

か。 とき �Ａコース�１０月１４日�、
１５日�、１１月４日� 午前１０時～正午（１１
月４日は午後２時～４時） �Ｂコース
�１０月１４日�、１５日�、１１月５日� 午
後２時～４時 ※いずれも３日間で１コ
ース。 対象・定員 市内在住、在学の
小学生とその保護者（１組２名に限る）
・各１０組（抽選） 費用 １組１，０００円
申込方法 往復ハガキに教室名、コース
名、住所、親子の氏名、学校名、学年、
電話番号を書いて、９月２５日	（消印有
効）までに郵送
【どきどき生物教室】
顕微鏡などを使った観察や実験で生物

について学びませんか。 とき １０月～
来年３月の第２日曜日 午前１０時～正午
（計６日間） 対象・定員 市内在住、
在学の小学校３～６年生・２０人（抽選）
費用 １，０００円 申込方法 往復ハガキに
教室名、住所、氏名、学校名、学年、電
話番号を書いて、９月２５日	（消印有効）
までに郵送

◇ ◇
■ところ・申込・問合先 〒５７８・０９２３
松原南２―７―２１ ドリーム２１ ０７２（９６２）
０２１１、�０７２（９６２）０８１０

応急手当普通救命講習会

心肺蘇生法や止血法、ＡＥＤ（自動体
外式除細動器）の使用方法などを学びま
す。 とき １０月９日� 午後６時～９時
申込期限 １０月２日	 ※申込先着順。
■ところ・申込・問合先 東消防署

０７２（９８１）５５０１、�０７２（９８５）６５０３

日赤家庭看護法講習会

とき １０月１０日～１２月５日の毎週火曜
日 午後１時３０分～４時３０分（１０月２４日、
１１月２８日を除く計７日間） ところ 総
合福祉センター 講師 日赤家庭看護法
指導員 対象・定員 市内在住で在宅高
齢者の介護に携わろうとする方やボラン
ティアなど・２０人（抽選） ※１５人未満
の場合は中止。 申込方法 住所、氏名、
年齢、電話番号を、９月２７日
までに電
話またはファクスで
■申込・問合先 市民福祉活動センタ

ー ０６（６７８９）５５５０、�０６（６７８９）５６１１

【女性のためのほっとスペース】
ココロの中のモヤモヤが消えないと

き、同じ悩みをもつ仲間といっしょに
語り合いましょう。 とき １０月５日
�、１９日�、１２月７日�、２１日�、来
年２月１日�、１５日� 午前１０時～正
午 対象・定員 市内在住、在勤、在
学の女性・各８人（申込先着順） ※
１歳６か月～就学前幼児の保育あり（１
人２００円で１週間前までに要予約・定員
８人）。 申込方法 ９月１５日�から電
話で（月曜日を除く午前９時～午後５時）
【男性の生き方講座】
とき・内容 �１０月１４日��愛は伝
わるように �２１日��ヨコにつなが
っていく楽しさの発見 �１１月４日�
�ボランティアという生き方を選んだ
私 ☆いずれも午後２時～４時 講師
心のサポート・ステーション副代表理

事 宮本博文さん（１０月１４日、２１日）、
ＪＩＣＡ近畿シニアボランティア 林
誠二さん（１１月４日） 対象・定員 市
内在住、在勤、在学の男性で全回受講
可能な方・２５人（抽選） ※希望の回だ
け受講の方は、必ずその旨を明記。
※１歳６か月～就学前幼児の保育あり
（１人２００円で要予約・定員８人）。 申
込方法 往復ハガキに講座名、受講動
機、住所、氏名、電話・ファクス番号、保
育の有無（必要な場合は子どもの氏名、
生年月日）を書いて、１０月７日�（必着）
までに郵送（ファクス、Ｅメールでも可）

◇ ◇
■ところ・申込・問合先 〒５７８・

０９４１岩田町４―３―２２―６００ イコーラム（男
女共同参画センター）０７２（９６０）９２０１、
�０７２（９６０）９２０７、Ｅメール ikoram
u@city.higashiosaka.osaka.jp

荒本子育て支援センター

【おひさま広場】
初回のとき １０月２日	 午前１０時
～１１時 ☆隔週月曜日（６回開催）
ところ 荒本子育て支援センター 対
象 ３歳以上の子どもとその保護者
定員 各２０組（初参加者を優先して抽
選） 申込方法 ９月２２日�の午後１
時３０分から電話で
【親子ふれあい遊び】
とき・ところ �１０月６日�＝荒本
子育て支援センター �１６日	＝やま
なみプラザ（四条） ☆いずれも午前
１０時～１１時 対象・定員 乳幼児とそ
の保護者・２５組（申込先着順） 申込
方法 ９月２７日
の午後１時３０分から
電話で ※保育つき子育て相談もあり
ます（要予約）。

◇ ◇
■申込・問合先 荒本子育て支援セ
ンター ０６（６７８８）１０５５、�０６（６７８８）
２５９７

鴻池子育て支援センター

【お弁当持っておでかけしよう】
緑の芝生でお弁当を食べて楽しく遊

びましょう（雨天中止）。 とき ９月
２９日� ☆午前１０時３０分に緩衝緑地公
園ゲートボール場前に集合 ※場所が
わからない方は、支援センターに自転
車で午前１０時に集合してください。
行き先 緩衝緑地公園 対象 就学前
の乳幼児とその保護者 ※お弁当、お
茶、おしぼり、シートを持参。 申込
方法 ９月２８日�までに電話で
【親子広場】
年齢別に分かれて楽しく遊びます。

初回のとき・対象 �１０月１８日
�１
歳６か月～２歳未満 �２５日
�２～
３歳未満 ☆いずれも隔週水曜日で、
午前１０時～１１時（各５回開催） とこ
ろ 鴻池子育てセンター 定員 各２０
組（初参加者を優先して抽選） 申込
方法 １０月２日	の午前１０時３０分～６
日�の午後５時までに電話で

◇ ◇
■申込・問合先 鴻池子育て支援セ

ンター ０６（６７４８）８２５１、�０６（６７４３）
０５７７

長瀬子育て支援センター

【絵本ライブ】
ピアノを聴きながらリズム遊びなど

を交えて絵本を楽しみます。 とき
９月２９日� 午前１０時～１１時３０分 講
師 読書アドバイザー さくらさん
対象・定員 就学前の乳幼児とその保
護者・３０組 申込方法 ９月１９日�の
午後１時３０分から電話で
■ところ・申込・問合先 長瀬子育
て支援センター ０６（６７２８）１８００、�
０６（６７２８）２４１３

イコーラムの催し・講座

参加してみませんか

みんなで楽しく遊ぼう

子育て支援センター

平成１８年９月１５日ラ グ ビ ー の ま ち 東 大 阪第８６７号（７）
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感
染
症
や
生
物
・
化
学
テ
ロ

な
ど
の「
健
康
危
機
」に
備
え
、

近
畿
を
中
心
と
す
る
九
府
県
八

市
（
本
市
を
含
む
）
は
、
広
域

で
の
検
査
体
制
の
強
化
と
住
民

の
安
全
を
目
的
と
し
た
協
定
を

こ
の
ほ
ど
締
結
し
ま
し
た
。

協
定
に
参
加
し
た
の
は
、
福

井
、
三
重
、
滋
賀
、
京
都
、
大

阪
、
兵
庫
、
奈
良
、
和
歌
山
、

徳
島
の
二
府
七
県
と
、
本
市
の

ほ
か
、
京
都
、
大
阪
、
堺
、
神

戸
、
姫
路
、
尼
崎
、
和
歌
山
の

地
方
衛
生
研
究
所
（
本
市
で
は

環
境
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
が
該

当
）
を
設
置
し
て
い
る
八
市
。

感
染
症
や
食
中
毒
、
飲
料
水

の
汚
染
、
生
物
・
化
学
テ
ロ
な

ど
が
起
こ
っ
た
際
、
検
査
の
実

施
や
、
検
査
職
員
の
派
遣
、
資

器
材
の
提
供
な
ど
、
自
治
体
間

で
協
力
体
制
を
敷
き
ま
す
。

市
立
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
は

「
特
に
大
震
災
や
テ
ロ
に
は
、

広
い
範
囲
で
の
対
応
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
こ
の
協
定
に
よ
る
す

ば
や
い
対
応
で
、
被
害
の
拡
大

を
防
い
で
い
き
た
い
」
と
し
て

い
ま
す
。

◇
問
合
先

環
境
衛
生
検
査

セ
ン
タ
ー

０
６（
６
７
８
７
）

５
０
２
１
、�
０
６（
６
７
８
７
）

７
４
０
４

市
長
が
地
域
に
出
向
い
て
市

民
か
ら
直
接
意
見
を
聞
く
「
市

長
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
が

８
月
２９
日
、
ゆ
う
ゆ
う
プ
ラ
ザ

（
日
下
）
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
、
百
人
を
超
え
る
市
民

が
参
加
し
ま
し
た
。

午
後
７
時
、�
こ
れ
か
ら
の
市

政
に
期
待
す
る
こ
と
�
を
テ
ー

マ
に
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が

ス
タ
ー
ト
。

当
日
抽
選
で
選
ば
れ
た
十
七

人
の
市
民
か
ら
「
こ
の
地
域
に

も
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

け
て
ほ
し
い
」「
い
つ
で
も
聴
覚

障
害
者
へ
の
対
応
が
で
き
る

よ
う
手
話
通
訳
者
を
増
や
し

て
ほ
し
い
」「
介
護
保
険
料
の

減
免
な
ど
支
援
策
を
」
と
い

っ
た
要
望
や
提
案
が
挙
が
る

な
ど
、
一
時
間
三
十
分
に
わ

た
っ
て
活
発
な
意
見
交
換
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

市
長
は
「
今
日
、
こ
う
し

て
み
な
さ
ん
か
ら
具
体
的
な

意
見
を
直
接
聞
け
た
こ
と
は

大
き
な
意
味
が
あ
り
、
今
後

の
市
政
運
営
の
中
に
い
か
し

て
い
き
た
い
」
と
話
し
ま
し

た
。

微生物、食品化学、環境衛生、公害
の４つの検査部門を備え、感染症や食
中毒、飲用水などの検査のほか、環境
の調査分析など、市民の健康を守る業
務を行っています。

市
で
は
、
地
域
の
文
化
資
源

に
つ
い
て
、
市
民
ラ
イ
タ
ー
が

記
事
を
ま
と
め
た
冊
子
「
ラ
イ

タ
ー
�

Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
」
を
こ
の

ほ
ど
発
刊
し
ま
し
た
。

今
年
の
４
月
に
発
足
し
た「
市

民
文
化
ラ
イ
タ
ー
登
録
制
度
」

に
応
募
し
た
市
民
が
、
取
材
方

法
や
記
事
の
書
き
方
な
ど
を
養

成
講
座
で
学
び
、
独
自
の
感
性

で
取
材
し
て
記
事
を
ま
と
め
て

い
ま
す
。

創
刊
号
は
、
武
将
・
木
村
重

成
や
、
近
鉄
花
園
駅
近
く
の
花

屋
敷
遺
跡
な
ど
、
市
に
ゆ
か
り

の
あ
る
人
物
や
遺
跡
な
ど
六
作

品
を
掲
載
。

各
リ
ー
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
や

公
民
館
、
市
民
会
館
な
ど
で
無

料
配
布
し
て
い
ま
す
。

◇
問
合
先

文
化
国
際
課

０
６（
４
３
０
９
）３
１
５
５
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８
２
３

か
つ
て
河
内
地
域
の
村
々
に

は
、
力
自
慢
が
集
ま
る
相
撲
部

屋
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
盛
況

ぶ
り
が
う
か
が
え
る
、
明
治
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
村
相

撲
の
資
料
を
展
示
し
ま
す
。
国

の
史
跡
で
重
要
文
化
財
の
会
所

と
と
も
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

◇
と
き

９
月
２３
日
�
〜
１１

月
２６
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後

４
時

※
月
曜
日
と
祝
日
の
翌
日
は

休
館
。

◇
内
容

相
撲
板
番
付
・
化

粧
ま
わ
し
な
ど
の
展
示
、
村
相

撲
の
様
子
を
記
録
し
た
映
像
の

上
映【

歴
史
講
演
会
】

◇
と
き

１０
月
８
日
�

午

後
１
時
〜
３
時

◇
内
容

▽
「
ワ
シ
が
知
っ

て
る
村
相
撲
」

頭
取
弓
ヶ
濱

好
一
さ
ん
長
男

山
崎
隆
司
さ

ん

▽
「
大
阪
相
撲
の
歴
史
」

大
阪
歴
史
博
物
館

飯
田
直
樹

さ
ん◇

定
員

八
十
人
（
当
日
先

着
順
）◇

◇

※
会
所
へ
の
入
館
料
（
高
校

生
以
上
の
方
三
百
円
、
小
・
中

学
生
二
百
円
）
が
必
要
。

◇
問
合
先

鴻
池
新
田
会
所

０
６（
６
７
４
５
）６
４
０
９
、

�
０
６（
６
７
４
４
）７
４
９
８

最
近
、
幼
い
生
命
が
突
然

奪
わ
れ
る
事
件
が
相
次
い
で

い
ま
す
。
地
域
の
安
全
を
守

る
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち

自
身
が
地
域
に
関
わ
っ
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

今
回
の
市
民
会
議
の
テ
ー

マ
は
「
生
命
を
大
切
に
・
地

域
で
考
え
よ
う
〜
こ
ん
な
時

代
ど
な
い
し
た
ら
え
え
ね
ん
」

で
す
。
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

住
み
よ
い
ま
ち
に
し
て
い
く

た
め
、
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
、
取
り
組
も
う
と
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
語
っ
て
も
ら

い
、
意
見
を
市
な
ど
へ
の
提

言
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

自
由
に
語
れ
る
市
民
会
議

に
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ

い
。◇

と
き

１０
月
９
日
�

午
後
１
時
〜
４
時

◇
と
こ
ろ

市
民
会
館
大

集
会
室
（
三
階
）

◇
内
容

三
つ
の
分
科
会

に
分
か
れ
て
討
論

◇
分
科
会
の
テ
ー
マ
と
助

言
者

�
「
こ
こ
ろ
ふ
れ
あ

う
暮
ら
し
づ
く
り
」

近
畿

大
学
教
授

久
隆
浩
さ
ん

�
「
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」

帝
塚
山
大
学
教
授

中
川
幾

郎
さ
ん

�
「
か
ら
だ
と
こ

こ
ろ
の
健
康
・
生
き
が
い
づ

く
り
」

京
都
女
子
大
学
助

教
授

廣
井
亮
一
さ
ん

◇
定
員

二
百
人
（
申
込

先
着
順
）

◇
申
込
方
法

ハ
ガ
キ
に

希
望
の
分
科
会
（
�
、
�
、

�
）、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
を
書
い
て
郵
送
（
電
話
、

フ
ァ
ク
ス
で
も
可
）

※
手
話
通
訳
、
一
時
保
育

（
一
歳
〜
就
学
前
）
を
希
望

す
る
方
は
、
事
前
に
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
・
問
合
先

〒
５７７

・
８
５
２
１
市
役
所
地
域
振

興
室
内
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
チ
ー

ム

０
６（
４
３
０
９
）３
１

６
１
、
�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
６
１

行
政
相
談
週
間
（
１０
月
１６

日
�
〜
２２
日
�
）
の
行
事
と

し
て
、市
と
行
政
相
談
委
員
、

近
畿
管
区
行
政
評
価
局
の
共

催
で
「
行
政
な
ん
で
も
相
談

会
」
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

厳
守
さ
れ
ま
す
。

◇
と
き

１０
月
１２
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
（
受

付
は
午
後
３
時
３０
分
ま
で
）

◇
と
こ
ろ

市
民
会
館
大

集
会
室
（
三
階
）

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

◇
相
談
内
容

介
護
保
険
、

教
育
一
般
、
宅
地
建
物
の
登

記
、
税
金
、
国
民
年
金
、
建

築
基
準
、
上
下
水
道
、
公
害
、

建
物
な
ど
の
売
買
取
引
・
賃

貸
借
、
不
法
駐
車
・
駐
輪
・

通
行
規
制
な
ど
の
交
通
、
不

当
販
売
な
ど
に
関
す
る
も
の

◇
相
談
員

法
務
局
、
国

税
局
、
東
大
阪
社
会
保
険
事

務
所
、
布
施
警
察
署
、
大
阪

弁
護
士
会
、
大
阪
司
法
書
士

会
、
大
阪
土
地
家
屋
調
査
士

会
、
大
阪
府
宅
地
建
物
取
引

業
協
会
、
大
阪
建
築
士
事
務

所
協
会
、
近
畿
管
区
行
政
評

価
局
、
東
大
阪
市
（
関
係
部

局
）、
行
政
相
談
委
員

◇
問
合
先

▽
市
政
情
報

相
談
課

０
６（
４
３
０
９
）

３
１
０
４
、
�
０
６
（
４
３

０
９
）
３
８
２
１

▽
近
畿

管
区
行
政
評
価
局

０
６

（
６
９
４
１
）
８
３
５
８

万一の�健康危機�に備え

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治治体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間でででででででででででででででででででででででででで協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定をををををををををををををををををををををををををを締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締締結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結

文文
化化
資資
源源
をを
市市
民民
がが
記記
事事
にに

環境衛生検査センター
（西岩田３）

い の ち

生命を大切に・地域で考えよう

「「
ララ
イイ
タタ
ーー
’’ＳＳ

ＮＮ
ＥＥ
ＷＷ
ＳＳ
」」発発
刊刊

第３０回市民会議に参加を

鴻池新田会所秋季特別展

村相撲の風景

初
開
催
に
百
人
が
参
加

行
政
な
ん
で
も
相
談
を
開
催

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
ィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ググググググググググググググググググググ

住
宅
・
登
記
・
税
金
・
年
金
な
ど

（８）第８６７号東 大 阪 市 政 だ よ り平成１８年９月１５日


